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は じ め に

　2024 年 1 月 1 日に発生した令和 6 年能登半島地
震（以下能登地震）は、2025 年 8 月現在死者 634
名、 負 傷 者 2,034 名、 全 壊 家 屋 2,034 棟 含 め
165,186 棟の家屋被害が生じた 1）。その地理的・イ
ンフラ的特性から、これまでの大規模災害とは異なる
様相となった。山々が海岸線に入り組んだ能登半島
では、地震による大規模な土砂崩れや地割れ、液状
化現象が頻発し、主要な幹線道路が寸断された。こ
れにより、特に半島北部の輪島市や珠洲市を中心に
多数の孤立が発生し、陸路によるアクセスがほぼ不
可能となる事態に陥った。このような状況下での災害
支援では空路搬送でのニーズは非常に高いものとなっ
た。大規模災害時はいわゆる「72 時間の壁」と言
われる 72 時間までが人命救助の限界とされている。
これは阪神淡路大震災において地震発生から 24 時
間以内に救出された被災者の生存率は約 75％であっ
たが 72 時間後には 15％まで低下したことにより提唱さ
れ 2）、発災早期に陸路での医療介入が困難な状況
であった能登地震においては航空機、特にヘリコプター

（以下ヘリ）が、救命、医療介入、物資輸送の主要
な、そして重要な手段となった。このため発災早期よ
り空路による患者搬送が計画され実行された。

能登地震における航空搬送

　日本において災害時航空搬送活動の主軸を担うの
は、ドクターヘリ、自衛隊ヘリ、消防防災ヘリである。

その他には警察ヘリ、海上保安庁ヘリ、民間ヘリ等
があり、これらの航空搬送には役割と特徴がある。ド
クターヘリは機動性・迅速性に優れ、医師、看護師
の同乗があり移動中に治療を継続でき、重症患者の
搬送も可能である。一方消防・防災ヘリはドクターヘ
リより大 型 機が多く、Extracorporeal Membrane 
Oxygenation（ECMO）などを始め大型の医療機
器を搭載可能である。また患者搬送だけでなく、救
助活動、消火活動、情報収集、物資・資機材輸送
なども災害時に担うことができる。自衛隊ヘリはさらに
大型の機体もあり、一度に多くの人員を搬送可能であ
るが、大型機であれば着陸には広い敷地が必要とな
る。しかし悪天候時にも飛行可能な場合も多く、夜間
飛行も可能となる。災害時にはそれぞれの特性を活
かし、密接な連携を組みスムーズな運営が必要となる。
これらは大規模災害時におけるドクターヘリの運用体
制構築に係る指針の中にも定められており3）、能登
地震においても石川県災害対策本部内に航空運用
調整班が立ち上がり、石川県保健医療福祉調整本
部の Disaster Medical Assistance Team（以下
DMAT）本部内のドクターヘリ調整部と密接な連携
を取りながら運用された。4）5）。

ドクター ヘリ

　ドクターヘリは 2001 年の運行開始から徐々に全国
配備がすすみ、現在 47 都道府県に 57 機が配備さ
れている。東日本大震災時には 18 機のドクターヘリが
参集したが、このときは参集する根拠やルールが無く、
遠方から被災地への移動に時間がかかったなどの問
題が生じた。このため日本航空医療学会から災害時
におけるドクターヘリ参集案が作成され 6）、大規模災
害時には被災地から 300km 以内のドクターヘリが参
集するルール、全国 7 ブロックで必要な運用要領等の
改正や協定の締結を進めることが提唱された。これを
ふまえ中部ブロックにおいては 2020 年に中部 8 県（富
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れた 11）。また、富山県の防災ヘリは、発災から約 2
時間半後には、輪島市の朝市通りで発生した大規模
火災の映像を、ヘリコプターテレビ電送システム（ヘリ
テレ）を用いて石川県の災害対策本部にリアルタイム
で送信し、さらには人員や物資、燃料の輸送も行い、
多面的な任務を遂行した 12）。ドクターヘリ同様、天候
の影響は受けたものの、自衛隊ヘリと並び、悪天候
下での貴重な救出、搬送、物資運搬手段として機能
した。緊急消防援助隊全体の活動実績としては救助
295 人、救急搬送 1,577 人、その中でヘリによる人員
搬送は 129 名（医師 7 名含む）となった 10）12）。

自 衛 隊 ヘ リ

　自衛隊の航空部隊は、その規模と多用途性を活か
し、大量の人員救助と物資支援の根幹を担った。石
川県知事からの災害派遣要請は発災当日の 16 時 45
分になされ、翌 1 月 2日には陸海空自衛隊を一体的に
運用する統合任務部隊（Joint Task Force）が編
成された。人員は最大約 1 万 4000 人、航空機約 40
機という大規模な体制が敷かれ 13）、一元的な指揮の
もとで効率的な活動が展開された。孤立集落からの
大規模な住民避難を主導し、また広域物資輸送拠点
から水や食料、燃料などを輸送するプッシュ型支援を
実施、さらに避難所へのラストワンマイル輸送も担った。
沿岸部や山間部の狭い場所にも着陸可能な中型ヘリ
コプター（UH-1、UH-60 など）の活用 14）や大型輸
送ヘリコプター（CH-47）が福祉施設からの集団避難
など、DMAT 隊員も含めた人員や物資の大量輸送
を担い、任務に応じた機材の戦略的な使い分けがな
された。天候不良でドクターヘリが飛行できない日でも、
自衛隊ヘリは搬送を実施し、空路の生命線を維持す
る上で決定的な役割を果たした 5）。最終的には 1 月 2
日からの活動で記録の確認できる範囲では人命救助・
孤立者救助 241 名、避難民搬送 152 名、患者搬送
203 名の 596 名に上った（図 1）1）15）。 

山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡
県、愛知県、三重県）で大規模災害時におけるドク
ターヘリ広域連携に関する基本協定（中部ブロック協
定）が締結され 7）、能登地震ではこの協定をもとに迅
速な派遣となった。ドクターヘリの中部ブロックは、地
震発生からわずか 14 分後にはメーリングリストが起動
され、約 3 時間後には愛知ドクターヘリと信州松本ド
クターヘリの出動調整が完了した 8）。これは、平時か
ら構築されていた中部ブロック協定が効果的に機能し
たことを示している。中部エリアから集結したドクターヘ
リは計画的に被災地へ投入され、2 月 15 日までの 45
日間で計 98 名を搬送した。搬送された患者の内訳は、
内因性疾患が 62 名と最も多く、次いで外因性疾患が
24 名、その他にクラッシュ症候群 3 名や透析患者 5
名、産科搬送 2 名などが含まれていた。その活動は、
災害によって医療機能が麻痺した地域において、生
命を繋ぐ重要な役割を果たした。例えば、発災翌日の
1 月 2 日には、医療の手が全く届いていなかった孤立
避難所から 2 名の患者を搬送し、同時に避難所にい
た他の重症患者 4 名の巡回診療も実施し、重症者の
発生の報告も行った 9）。このような活動は、直接的な
外傷患者だけでなく、持病の悪化による災害関連死
を防ぐ上で極めて重要と考えられる。これらの活動は、
現場でトリアージや患者管理を行うDMATとの緊密
な連携のもとで行われたが、冬の北陸特有の悪天候
はドクターヘリの活動を大きく制約し、終日運航不可能
となる日も少なくなかった 4）。

消防・防災ヘリ

　各都道府県の消防機関が運用する防災ヘリは、緊
急消防援助隊の航空部隊として全国から最大 22 機
が集結し、専門的な救助活動と情報収集において重
要な役割を果たした 10）。消防・防災ヘリの一つの特
長は、ホイスト装置を用いた専門的な救助技術にある。
着陸が不可能な場所でも、隊員がケーブルで降下し、
要救助者を吊り上げて救出する活動が各所で展開さ

図１　自衛隊による搬送数の推移



4

日本救急医学会中部地方会誌Vol.21：2〜 6，2025

航 空 搬 送 調 整 とＤＭＡＴ

　石川県災害対策本部の下に設置された保健医
療福祉調整本部の戦略的方針のもとで活動した
DMAT は、大規模災害において、医療情報の収集・
集約・伝達を担う中枢神経系として機能する。発災後、
保健医療福祉調整本部には空路搬送を一元的に調
整する航空運用調整班が設置された。また保健医療
福祉調整本部の DMAT 調整本部内にはドクターヘ
リ調整部が設置された。さらに、石川ドクターヘリの
基地病院である石川県立中央病院にはドクターヘリ本
部が設けられ、連携体制が敷かれた。これらの拠点
が、医療チームの派遣調整や搬送手段の割り当てを
管理し、石川県保健医療福祉調整本部に要請を上
げ、本部は患者の重症度や搬送人数に応じて、重
症患者にはドクターヘリを、多数の患者搬送には自衛
隊ヘリの支援を要請するなど、最適な航空搬送を差
配した。この連携を円滑にするため、ドクターヘリ調
整部は自衛隊・消防防災ヘリを運用する航空運用調
整班との橋渡し役を担った 4）5）。

広 域 搬 送

　能登地震における航空搬送は、単なる現場からの
緊急離脱にとどまらず、被災地の医療システム全体を
維持し、災害関連死を防ぐために被災地外に患者を
搬送する広域搬送が取られた。今回の能登地震で
は従来の国の調整によって行われる域外搬送である
広域医療搬送ではなく、すべて県による調整で行わ
れた搬送を示している。広域搬送の目的は、まずは
被災し機能不全に陥った現地の基幹病院（珠洲総
合病院、市立輪島病院、能登総合病院など）の負
担を軽減し、医療崩壊を防ぐことにあった。建物への
ダメージに加え、断水や停電、スタッフ自身の被災に
よる人員不足に直面した現地の医療機関は、新たな
患者を受け入れる余力もなくなり入院患者を維持する
力も失いつつあった。そこで、容体は安定しているも

表１　自衛隊による広域搬送の人数と受け入れ先

のの、継続的な医療を必要とする入院患者や施設入
所者を、被災地外の安全な医療機関へ計画的に移
動させることで、現地の病院が機能維持できる体制
を確保した（受給調整搬送）。これは、個々の患者
の治療から、医療システム全体の維持へと転換した、
公衆衛生的なアプローチであった。また現地の高齢
者福祉施設も多く被災し、機能が維持できなくなった
施設や、病院と同様ダウンサイジングの必要性のある
施設が多く発生した。
　自衛隊によって行われた広域搬送は発災後早期
には被災地の病院避難や被災した病院機能維持の
ための受給調整搬送が、その後は最低限の環境の
提供をできなくなった高齢者福祉施設搬送が行われ
た（表 1）。1 月 6 日には建物被害により病院機能維
持が困難となった病院から、1 月 9 日には病院機能
を維持するためのダウンサイジングの目的で計 3 回、
45 名が福井に搬送となった。しかしこの頃には能登
半島南部の医療機関や隣県（富山、福井）の受け
入れ能力が限界に近づき、1 月 9 日、愛知県や岐阜
県、滋賀県に広域緊急避難の受け入れが打診され
た。愛知県では翌 1 月 10 日に保健医療調整本部を
立ち上げ、県内 318 施設で 1036 人分の受け入れ
先を確保するなど、迅速に準備を進め、最終的には
愛知県への広域搬送は計 68 名（うち航空機 57 名）
行われた 9）（表 1）（図 2）。また、被災地側では、
いしかわ総合スポーツセンター内に一時的な避難場所

「いっとき待機ステーション」を設置し、搬送を待つ
高齢者を受け入れるなど、送出し側の体制も整備さ
れた 1）9）。これらの対策の結果、高齢者福祉施設
利用者の愛知県への広域避難は 1 月 23 日のバスで
の避難を最後に終了となった。
　この福祉施設利用者の広域搬送は多くの命を救う
一方で、新たな課題も浮き彫りにした。避難した高齢
者やその家族は、いつ故郷に戻れるのかという大きな
不安を抱えることになった。さらに、「バックトランスファー

（戻り搬送）」の問題が長期的な課題として残されて
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図２　名古屋空港における自衛隊機受け入れ

左：待機している地元消防とDMAT　右：エプロンに到着し患者搬送を行う地元消防とDMAT

いる 16）。避難した人 を々再び地域社会に受け入れる
ためには、自宅や施設の再建だけでなく、地域の医療・
介護提供体制そのものの復興が不可欠である。また、
現場では、いざヘリコプターで迎えに行っても、本人
が住み慣れた土地を離れることを拒否し、搬送に至ら
ないケースもあった 5）。加えて、より深刻な課題も明ら
かになった。愛知県に搬送された要介護 4 および 5
の高齢者 32 名のうち、13 名（40.6%）が避難先の
病院や施設で亡くなった 16）。この事実は、被災地の
負担軽減という公衆衛生的な利益と、住み慣れた場
所を離れて家族と離別し、最期を迎えることになった
個人の尊厳との間で、重い問いを投げかけた。今後
被災者の生活再建と幸福、そして生命倫理までをも
見据えた長期的な支援計画の必要性を示している。

結 語

　地震、津波、台風、豪雨といった自然災害が頻発
する日本において、効果的な災害対応体制の構築は
国家的な重要課題である。特に、国土の約 7 割を山
地が占め、数多くの離島を抱える地理的特性は、大
規模災害発生時に陸上交通網の寸断を常態化させ
る。道路が崩落し、橋が落ち、鉄道が不通となった
被災地では、人命救助、医療提供、物資輸送、そ
して状況把握といった災害対応の根幹をなす活動が
麻痺状態に陥る。このような状況下で、航空機、とり
わけヘリコプターを中心とした航空搬送は、単なる有
用な選択肢の一つではなく、被災地と外部世界をつな
ぐ唯一の生命線として機能する。能登地震において
は DMAT を軸としたドクターヘリ調整部が発災直後
の混乱の中で、限られた医療資源（自衛隊、消防・
防災航空隊、ドクターヘリ）のそれぞれの特性を引
き出し、防ぎ得た災害死（Preventable Disaster 
Death）の抑止に貢献した。
　しかし今回の能登地震では課題も多く残された。地

震発生が日没に近かったため、初動期の航空機によ
る上空からの被害状況の把握が困難となり、孤立状
況の全容解明に遅れが生じた 17）。加えて、冬の北
陸特有の天候不良は、特にドクターヘリの活動を大き
く制約する要因となった。また医療搬送以外にも、救
助、物資輸送など多様な任務で多数のヘリコプター
が活動した結果、被災地内の離発着場が不足し、ド
クターヘリが上空で待機を強いられるなど、航空機の
運用調整が課題となった 4）。また高齢者の広域避難
においては搬送された高齢者の「戻り搬送」の問題
や、本人の搬送拒否といった意思決定の問題に加え、
避難先での高い死亡率という事実は、今後の支援の
あり方そのものに課題を残した。
　今後、これらの課題に対し、さらなる制度の充実と
多くの機関との連携が不可欠である。南海トラフ地震
を含め、中部地方を始め日本全体で準備を進めてい
く必要がある。
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10）	総務省消防庁総務課：令和 6 年能登半島地震に対す
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